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指定管理者が管理する公共施設の避難施設としての利用に関する特記事項

（趣 旨）

第１条 この特記事項は、地震、風水害、大規模事故等の災害等が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合（以下「災害時等」という。）、及び平常時において、さいたま市（以下「市」という。）が、

指定管理者が管理する施設及び附属設備（以下「施設」という。）を、被災者のために開放・運営す

る施設（以下、「避難施設」という。）として利用する場合において、施設の維持管理を行うために、

必要な事項を定めるものとする。

（定 義）

第２条 この特記事項における避難施設とは、次のものをいう。

（１）一時滞在施設 災害による交通遮断等による帰宅困難者を受け入れるために開放し、数日間の

滞在をするためのもの。平常時より、予め指定されている施設。

（２）指定避難所 災害時に、主に、住宅の焼失、倒壊等により生活の場を失った避難者の収容・保

護及び一時的にも生活が可能となる機能を有するもの。避難者及び帰宅困難者（以下「避難者等」

という。）を収容する。高齢者や障害者等を優先する要配慮者優先避難所を含む。平常時より、

予め指定されている施設。

（３）二次避難所 発災後、直ちに開設するのではなく、避難者等を指定避難所だけでは受け入れる

ことが困難となった際などに利用するもの。災害発生後に市からの要請により開設する施設。

（４）その他の避難施設 前各号のほか、予め施設と用途等を協議のうえ、災害時に必要に応じ、開

設する施設。（例：福祉避難所）

（施設管理者）

第３条 施設の管理責任者、若しくは管理責任者が指定する者を災害時等における避難施設の施設管

理者とする。

（施設管理者の役割）

第４条 前条の施設管理者は、災害時等において、避難者等の受け入れを行うため、避難施設の開設、

及び運営に携わるものとする。

２ 前項により、施設を開設した場合は、避難施設運営のための居室や、避難者等のために必要とな

る場所を開放し、施設内の備品、電気、ガス、水道等の利用について、便宜を図るものとする。

３ 平常時においても、事前協議や避難訓練等のために施設の利用を必要とするときは、前項と同様

に、便宜を図るものとする。

（一時滞在施設）

第５条 一時滞在施設の施設管理者は、第４条の役割を担うために、「一時滞在施設運営ガイドライン

（さいたま市）」（以下「ガイドライン」という。）に基づき、次の各号の業務を行う。

（１）市から一時滞在施設として開設する要請があった場合、又はガイドラインに規定する状況にな

った場合は、施設の利用状況、被災状況等を鑑み、施設の利用が可能な範囲を一時滞在施設とし

て開設し、帰宅困難者の受け入れを行う。

（２）前号により帰宅困難者を受け入れた際は、一時滞在施設の運営主体として、帰宅困難者に備蓄

品等の物資の提供を行う。

（３）市が、食糧、生活用品、資機材等の備蓄品を用意した場合は、その保管場所を確保する。

（４）施設管理者は、予め、市の災害対策担当所管部署に連絡責任者として緊急連絡先を提供し、必

要に応じて、通信伝達訓練、その他の訓練に参加する。

（５）前各号のほか、災害時における帰宅困難者の対応に関する市から要請された業務を行う。

（指定避難所）
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第６条 指定避難所の施設管理者は、第４条の役割を担うために、「さいたま市地域防災計画」及び「避

難場所運営マニュアル」に基づき、次の各号の業務を行う。

（１）施設の開館時間内等の災害時には、市の避難場所担当職員（以下「担当職員」という。）が参集

する前においても、避難者等を受け入れるために、避難所を応急開設する。

（２）施設管理者が不在の際における災害時等に、担当職員が単独でも避難所を開設できるよう、開

設に必要な施設の鍵を事前に市に貸与するものとする。また、施設管理者についても可能な限り

速やかに参集し、避難所の運営に協力する。

（３）避難場所運営委員会（以下「運営委員会」という。）が設置されている場合は、平常時において

も、その構成員として、担当職員と、地域住民（自治会等）とともに避難所の開設訓練、事前協

議等、運営に携わるものとし、必要に応じ、施設（会議室等）の提供を行う。

（４）指定避難所としての施設の利用方法について、担当職員及び運営委員会の協議において、開放

する場所を決定し、必要に応じて見直しを行う。

（５）市が事前に用意した食糧、生活用品、資機材等の備蓄品の保管場所を確保する。

（６）施設管理者は、予め、担当職員、又は市の災害対策担当所管部署に、緊急連絡先を提供する。

（７）前各号のほか、災害時における避難者等の対応に関する業務を行う。

（二次避難所）

第７条 二次避難所の開設及び閉鎖については、別に定める実施要領に基づき行う。

２ 二次避難所の施設管理者は、第４条の役割を担うために、次の各号の業務を行う。

（１）市から二次避難所として開設する要請があった場合は、施設の利用状況、被災状況等を鑑み、

施設を開放し、市が開設・運営のために派遣した職員（以下、「運営職員」という。）とともに避

難者等の受け入れを行う。

（２）運営職員が行う二次避難所の開設及び維持管理に、施設管理者として、可能な限り協力する。

（３）市が、食糧、生活用品、資機材等の備蓄品等を用意した場合は、その保管場所を確保する。

（４）施設管理者は、予め、市の災害対策担当所管部署に、緊急連絡先を提供し、必要に応じて、通

信伝達訓練、その他の訓練に参加する。

（５）前各号のほか、災害時等における避難者等の対応に関する市から要請された業務を行う。

（その他の避難施設）

第８条 その他の避難施設として、市から施設の開放、又は避難所としての開設を要請された場合は、

前条を準用する。ただし、事前に市と協議のうえ、定めた事項がある場合は、この限りではない。

（費用の負担）

第９条 避難施設の維持管理のために要する費用については、次のとおりとする。

（１）避難者等の受入れのために必要とする備蓄品等の物資の購入に係る経費は、市が負担する。

（２）平常時に、運営委員会の開催、又は避難訓練等を実施するときは、原則として、施設を利用す

るにあたり、必要な費用を無償とすることに努める。ただし、やむを得ず、室料等の費用が発生

する場合は、予め担当職員、又は市若しくは区の災害対策所管部署に申し出て、事前に協議する。

（３）災害時等において、避難施設の開設により、人件費、施設管理経費等が、基本協定の内容を逸

脱する場合には、市と指定管理者との協議により、市が負担すべき経費を決定するものとする。

（４）第６条第２号における、鍵の複製に必要な費用は、市が負担する。

（承 継）

第１０条 施設の契約更新による新たな指定管理者においても、施設が既に市により第２条各号の避

難施設として指定してある場合は、その役割を、引き継ぐものとする。

（協 議）

第１１条 この特記事項に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、市の災害対

策所管部署及び指定管理者が協議のうえ、定めるものとする。


